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町内会、ボランティア、児童生徒により地域清掃が行われ
ごみが一掃されました

きれいな町づくりにご協力ありがとうございました
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　のら猫にエサをやるため、た
くさんの猫が集まり、猫どうし
の喧嘩や糞で花壇や家庭菜園が
荒らされ、近所で注意できずに
困っているという深刻な苦情が
寄せられています。

・ 飼い猫は、国の法律や道の条
例などにより、適正な飼育をお
願いしていますが、のら猫は特
に規制はありません。
　しかし、のら猫にエサを与え
ることは、飼い主としての責任
が生じます。地域でのトラブル
が発生しないような接し方が必
要です。

・犬の散歩での糞の後始末など、
マナーの悪い人が目立ちます。
　地域住民から苦情が多数寄せ
られています。
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悪質業者の被害に遭わないためには
①契約を急がず、家族に相談してみる
②預貯金関係は安易におしえない
③必要なければ、きっぱりと断る

※契約を急がせる業者に特に
　注意してください。

　布団・床下・電気ボックスなど「○○の点検に来ました」と、点
検を口実に訪問し、「もう修理できない」「このままでは危ない」な
どと事実と違う説明をして必要のない商品を売りつける『悪質な
点検商法』の被害が、町内でも発生しています。
　特にひとり暮らしのお年寄りの不安をあおって契約させる手
口が多いので注意してください。
　被害相談のなかには、業者の住所・電話番号が架空のもので
あったため、クーリングオフ（解約）できないものもありました。
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　５月２０日、２１日の両日、市街の集会所を利用して行われ、約500�回収され
ました。ご協力ありがとうございました。
（６月下旬に天売、焼尻でも行う予定です。）
　回収された布は、工場や建物の機械や清掃
のウエスなどに利用されます。秋にも予定し
ていますので、ご協力お願いします。
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ごみの投げ捨てや、町はずれへの不法投棄があとをたちません。
・ 捨てた人を探し処分させています。
・ 悪質なものは警察へ通報します。
ごみのない、きれいな町にするために
不法投棄は絶対にやめてください。
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※ペットは、飼主のみなさん
が責任をもって飼育し、きれ
いな町づくりのために積極的
な協力をお願いします。


